
（資料６２－３）

Ｎｏ 頁 該当箇所 変更後（現在の記載） 変更前（素案の記載） 変更理由 変更の契機

1 3 Ⅰ　基本情報

２．特定個人情報ファイルを取り扱う

事務において使用するシステム

②システムの機能

８　出入国在留管理庁への通知事項の作成 ８　法務省への通知事項の作成 名称変更 第三者点検

2 17 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

（１）住民基本台帳ファイル

３．特定個人情報の入手・使用

①入手元

［○］評価実施機関内の他部署（介護保険課、子ども家庭課、医療保

険年金課、高齢者医療担当課）

［○］行政機関・独立行政法人等（地方公共団体情報システム機構、

出入国在留管理庁）

［　 ］評価実施機関内の他部署（　　）

［○］行政機関・独立行政法人等（地方公共団体情報システム機構、

法務省）

指摘による追記・名称変更 第三者点検

3 17 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

（１）住民基本台帳ファイル

３．特定個人情報の入手・使用

②入手方法

［○］庁内連携システム ［　 ］庁内連携システム 内容整理 第三者点検

4 20 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

（１）住民基本台帳ファイル

４．特定個人情報ファイルの取扱いの

委託

委託事項４

標準仕様書に準拠した住民記録システムの移行・保守 標準仕様書に準拠した住民記録システムの開発・保守 文言整理 区点検

5 20 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

（１）住民基本台帳ファイル

４．特定個人情報ファイルの取扱いの

委託

委託事項４

①委託の内容

標準仕様書に準拠した住民記録システムの移行及び運用保守 標準仕様書に準拠した住民記録システムの開発及び同システムの運用保

守および障害対応

文言整理 区点検

6 20 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

（１）住民基本台帳ファイル

４．特定個人情報ファイルの取扱いの

委託

委託事項４

⑦再委託の有無

再委託する 再委託しない 再委託の承諾 委託先からの申

し入れ

7 20 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

（１）住民基本台帳ファイル

４．特定個人情報ファイルの取扱いの

委託

委託事項４

⑧再委託の許諾方法

　委託契約書内の特記事項にて原則再委託は禁止しているが、やむを得ず

再委託する必要がある場合は、委託先はあらかじめ委託元（区）の承諾を

得なければならない。その上で、委託先は再委託先に特記事項に定める義

務を遵守させるとともに、委託元（区）に対して、再委託先の全ての行為及

びその結果について責任を負うものとする。

（追記） 再委託の承諾 委託先からの申

し入れ

8 20 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

（１）住民基本台帳ファイル

４．特定個人情報ファイルの取扱いの

委託

委託事項４

⑨再委託事項

標準仕様書に準拠した住民記録システムの移行及び運用保守の一部 （追記） 再委託の承諾 委託先からの申

し入れ

標準システムへの移行に伴う住民基本台帳に関する事務における「特定個人情報保護評価書（全項目評価書）」

（素案）からの変更箇所一覧 新旧対照表
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Ｎｏ 頁 該当箇所 変更後（現在の記載） 変更前（素案の記載） 変更理由 変更の契機

標準システムへの移行に伴う住民基本台帳に関する事務における「特定個人情報保護評価書（全項目評価書）」

（素案）からの変更箇所一覧 新旧対照表

9 22 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

（１）住民基本台帳ファイル

５．特定個人情報の提供・移転

移転先２

⑤移転する情報の対象となる本人の範

囲

「２．③対象となる本人の範囲」と同一 （追記） 指摘による追記 第三者点検

10 23 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

（１）住民基本台帳ファイル

６．特定個人情報の保管・消去

②保管期間

期間

20年以上 定められていない 内容整理 第三者点検

11 35 Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

（２）本人確認情報ファイル

６．特定個人情報の保管・消去

②保管期間

期間

20年以上 定められていない 内容整理 第三者点検

12 44 Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプ

ロセスにおけるリスク対策

（１）住民基本台帳ファイル

４．特定個人情報ファイルの取扱いの

委託

委託契約書中の特定個人情報ファイ

ルの取扱いに関する規定

規定の内容

・原則として再委託を禁止すること。 ・再委託を禁止すること。 内容整理 第三者点検

13 44 Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプ

ロセスにおけるリスク対策

（１）住民基本台帳ファイル

４．特定個人情報ファイルの取扱いの

委託

再委託先による特定個人情報ファイル

の適切な取扱いの確保

具体的な方法

十分に行っている

　例外的に再委託を許可する場合は、区と委託先との契約書に付す特記

事項により、再委託における取り決めを規定し、再委託先に対して、委託先

と同様の措置を取ることを義務付けている。

再委託していない

（追記）

再委託の承諾 委託先からの申

し入れ
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標準システムへの移行に伴う住民基本台帳に関する事務における「特定個人情報保護評価書（全項目評価書）」

（素案）からの変更箇所一覧 新旧対照表

14 54 Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプ

ロセスにおけるリスク対策

（２）本人確認情報ファイル

４．特定個人情報ファイルの取扱いの

委託

委託契約書中の特定個人情報ファイ

ルの取扱いに関する規定

規定の内容

・原則として再委託を禁止すること。 ・再委託を禁止すること。 内容整理 第三者点検

15 62 Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプ

ロセスにおけるリスク対策

（３）送付先情報ファイル

４．特定個人情報ファイルの取扱いの

委託

委託契約書中の特定個人情報ファイ

ルの取扱いに関する規定

規定の内容

・原則として再委託を禁止すること。 ・再委託を禁止すること。 内容整理 第三者点検
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